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１　業務名
安城市公共施設等総合管理計画等改訂業務

２　業務目的
　　安城市では、平成２９年３月に策定し、令和４年３月に改訂した「安城市公共施
設等総合管理計画」（以下「現計画」という）に基づき、公共施設の総合的かつ計画
的な管理を推進してきた。現計画は令和３８年度（２０５６年度）までの長期計画
であるが、社会経済情勢の変化、人口構造の変動、気候変動対策、ICTの進展等を
踏まえた柔軟な見直しが求められている。加えて、総務省が令和４年４月及び令和
５年１０月に示した新たな策定・改訂指針においては、「施設量の適正化」「財政負
担の平準化」「脱炭素化」「DX・GIS活用」「施設間の再編統合」等に係る一層の取
組強化が求められており、現計画の方針をより実効性のある内容へと再構築する必
要がある。
本業務は、こうした国の最新方針を踏まえ、安城市の現況と将来見通し、財政状
　況、公共資産の老朽化進行等を的確に反映させ、施設の長寿命化や利活用の最適化
を進めるとともに、持続可能な公共施設マネジメントの実現を目的とする。

３　履行期間
　　契約締結日の翌日から令和１０年３月３１日まで

４　対象施設
（１）公共建築物　総延べ床面積約５３．７万㎡	
（２）インフラ施設（道路、橋梁、下水道等）

４　業務内容
（１）本業務は２カ年業務とし、業務概要は概ね以下の通りとする。
　　・令和８年度
「安城市公共建築物保全計画」及び「安城市公共建築物個別施設計画」の改訂
・令和９年度
「安城市公共施設等総合管理計画」の改訂
なお、本業務は債務負担行為による契約とする。
（２）「安城市公共建築物保全計画」及び「安城市公共建築物個別施設計画」の改訂
ア　劣化判定の見直し
　劣化状況については、前回調査結果をもとに、保守点検等結果報告書、建築・
設備不具合報告書、公共施設カルテに加え、施設所管課へのアンケート調査を
実施し、文部科学省の「学校施設の長寿命化計画策定に係る解説書」の評価基
準による、Ａ～Ｄ評価の見直しを行う。
イ　目標耐用年数年限の再検討
　施設分類別、構造別に目標耐用年数の再検討を行う。
ウ　目標耐用年数年限までの改修内容の再検討
　目標耐用年数までの安全な維持管理に向け、施設分類別、構造別に改修内容
の再検討を行う。必要に応じ、部位別部材別の更新年数の見直しを検討する。
　　エ　単価設定の見直し
　　　　部位別部材別に設定されている部材の種類及び単価について、施設所管課と
　　　の調整を行い、建設物価の高騰に対応できる管理しやすいよう施設毎に部材の種類及び単価の見直しを行う。なお、単価の見直しにあたっては、計画試算コストと実施コストの比較を行い、部材の見直しについては、類似部材の統一を図るものとする。また、採用単価については、計画の進捗管理が容易になるよう、その根拠を明確にすること。
　　オ　施設分類別計画の見直し
　　　　アからエの内容を踏まえ、各々の建築物に関する対策の優先順位、範囲、部
位、改修時期及び事業費の見直しを行う。
（３）「安城市公共施設等総合管理計画」の改訂
　　ア　現状の把握及び課題整理
　　　　本市から提供する施設台帳、個別施設計画、更新履歴等の各種資料を精査し、
公共施設の保有状況・利用実態・老朽化の進行度・維持管理コスト等の時点修
正を行う。また、固定資産減価償却率、耐震化率、ユニバーサルデザイン対応
状況、再編統廃合の取組実績などを網羅的に整理し、将来人口推計等を踏まえ
た課題の抽出を行う。
　　イ　公共施設マネジメントに関する基本方針の見直し
　　　　現計画の内容をもとに、令和４年及び５年の総務省の通知に基づき、以下の
観点から方針を再構築する。
　　　・公共施設の複合化、多機能化、再編統合の方針
　　　・防災拠点機能や避難所等の地域貢献機能の確保
　　　・デジタル台帳（固定資産台帳、ＧＩＳ等）との連携推進
　　　・脱炭素化（ＺＥＢ化等）の推進
　　　・民間技術（ＰＰＰ／ＰＦＩ）活用の導入余地の明確化
　　　・市民参画、説明責任の仕組みの明文化
　　　・広域化の可能性の検討
ウ　数値目標の設定
　　　　計画改訂においては、本市から提供するインフラ施設に関する各種個別施設
計画も含みライフサイクルコストの試算を行い、施設保有量（延床面積）につ
いて縮減目標値を設定する。
（４）庁内連携体制及び進捗管理体制の構築支援
　　　各部局・施設所管課と連携し、計画改訂後も活用可能なＰＤＣＡ体制構築に向
けた提案も行う。
（５）庁内会議への参加、会議資料の作成
　　　計画の改訂に向けて庁内の調整会議等を計３回程度実施する予定であるため、
発注者から求められた場合は会議資料の作成、会議へ出席すること。
（６）パブリックコメント支援
（１）から（５）の内容を踏まえ作成した計画案をもとに実施するパブリックコ
メント支援を行う。
（７）計画書・概要書の取りまとめ
（１）から（５）の内容を踏まえ、パブリックコメント意見を反映した計画書及
び概要版の取りまとめを行う。

５　管理技術者及び照査技術者
（１）本業務の管理技術者は、一級建築士、技術士（建設部門（都市及び地方計画））又は認定ファシリティマネジャーの資格保有者であり、愛知県内の地方公共団体が発注する総合管理計画の策定または改訂業務について、管理技術者又は担当技術者としての実績を有する者とする。
（２）本業務の照査技術者は、一級建築士、技術士（建設部門（都市及び地方計画））又は認定ファシリティマネジャーの資格保有者でなければならない。

６　業務計画書等の提出
　　受注者は、契約締結後速やかに、発注者と十分な打合せを行い、次の書類を発注者に提出し、承認を得なければならない。
（１）業務計画書
（２）工程表
（３）管理技術者届及び照査技術者届（経歴証明書及び保有資格証明書）
（４）その他発注者が必要と認める書類

７　打合せ及び報告
受注者は、業務の方針、内容、スケジュール等について、必要に応じ発注者と打合せ（着手時、中間（２０回程度（毎月１回・WEB可））、完了時）を行い、その結果について記録を提出し、確認を受ける。
業務の途中において発注者が指示する事項について、受注者はその進捗状況を遅滞なく報告する。

８　成果品
成果品は、次に掲げるとおりとし、随時電子データ（Word、Excel、Power Point、Jpeg、CAD等一般的に使用可能なもの）で提出する。また、業務完了時には、電子媒体（CD-R又はDVD-R）で１部作成し、委託業務名を印刷して提出する。
（１）報告書及び概要版
（２）打合せ記録簿
（３）その他発注者が指示する図書

９　契約約款
本業務の契約については、安城市契約規則及び安城市委託契約約款の規定に準拠する。

１０　その他
（１）発注者は業務の遂行に必要となる資料を受注者に貸与し、受注者は貸与された図書等の資料が不要となった場合、直ちに発注者に返還する。
（２）本業務による成果品はデータを含めて発注者に帰属するものとし、受注者は発注者の承諾を得ずに使用し、又は他に貸与しないこと。また、成果品内において使用される素材等について、著作権その他の権利等に関して第三者から申出がなされた場合は、すべて受注者の責任において対処すること。
（３）委託業務内容について、本仕様書に記載された業務のほか、プロポーザルの企画提案書に記載した内容についても実施すること。
（４）作成した資料には、引用元や出典を明記し、業務履行報告書やそのバックデータについては、計算過程も明記すること。
（５）本業務の遂行に伴う費用は、本仕様書に明記がないものであっても、原則として、全て受注者の負担とする。
（６）本業務において必要な手続き及び発注者が貸与する以外の資料収集は、原則として受注者が行うこととし、最新の資料を用いること。
（７）提出書類について安城市情報公開条例（平成１２年安城市条例第４９号）第６条に基づく開示請求があったときは、一般社員の氏名、経歴等の個人情報に該当するものを除き原則として開示することとなる。ただし、法人その他の団体の競争上の地位、財産権その他正当な利益を害するものは不開示となる場合があるため、 これに該当する部分があるときは、不開示としてほしい項目及びその項目ごとの具体的な理由（どのような根拠で、どのような権利利益が害されるか等）を、企画提案書の提出時に、書面により申し出ること。ただし、当該項目及び理由が同条例第７条各号に該当すると認めがたい場合は、開示することがある
（８）受注者は、業務中に知り得た内容を、第三者に漏らしてはならない。
（９）業務内容は概要を示したものであり、業務の実施に当たっては、発注者と十分に協議すること。
（１０）業務の実施に関し疑義が生じたときは、発注者と受注者の双方が協議のうえ決定するものとする。

